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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

 

行政の進め方について 

Ｑ．勝山中学校地区の方（地域全体）が統合するということで、「鶴橋中学校を勝山中学校へ迎え入れる

側である」と誤認している方が多くいると一部関係者から聞いているが、新たに両中学校が「再編」さ

れる、新中学校の開校場所が現在の勝山中学校であることとして、地域を含めた説明会で十分に説明

し、理解を得ているのか？現時点でこのような誤認が多くあることは、情報が行き届いていないのでは

ないか？ 

Ａ．勝山中学校・鶴橋中学校学校設置協議会を立ち上げる前に、勝山中学校区と鶴橋中学校区で学校整備

計画案の説明会を開催し、両中学校の再編にあたっては、新たな校区のもとで勝山中学校と鶴橋中学校

の校地等を比較し、より良い教育環境への整備が見込まれる勝山中学校の校地を活用して、新たな中学

校を設置する案を説明してきました。また、説明会での説明内容等については、小・中学校を通じた資

料配布や地域での回覧等を通じて、地域のみなさんに伝わる形での広報を実施しています。今後も、学

校設置協議会での議論内容など、地域のみなさんにきちんと情報が伝わるよう広報に取り組んでいき

ます。 

 

Ｑ．ＰＴＡ実行委員からの意見及び要望は、その都度、担当課長に提示しているが、すべてがあらゆる理

由をつけられ、却下された。なぜ現場の意見を取り入れないのか？ 

Ａ．ＰＴＡ実行委員からいただいたご意見・ご要望にはその内容をお聞きし、可能な限り対応しておりま

す。例えば、学校設置協議会の各中学校ＰＴＡから推薦いただく委員数は、委員ごとの参加負担の軽

減、小学校ＰＴＡなどより多くの方の意見反映などの鶴橋中学校ＰＴＡからのご意見を受け増員して

おります。また、ご意見としていただきました再編時に当事者となる小学校の保護者向け説明会につい

ても、各小学校ＰＴＡと協議し、開催してきたところです。 

 

Ｑ．協議会設置についても協議会委員の選出にかかる時間ですら区役所の都合で決められるのはなぜ

か？急がす理由が不明である。委員選出に十分な時間を与えてもらえず、暫定的な選出、にわか選出に

なっていて問題である。 

Ａ．協議会委員の推薦にあたっては、正式なご依頼は平成 29 年 12 月 4 日の学校整備計画（案）説明会

の終了後とならざるを得ませんでしたが、各組織のなかでご検討いただく時間が必要なため、９月に各

地域まちづくり協議会及び勝山中学校ＰＴＡに、10 月に鶴橋中学校ＰＴＡに、それぞれご説明し人選

の検討依頼をさせていただいており、最終的に 12月 14日にその回答をいただいたところです。 
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

Ｑ．委員の中に該当の児童・生徒がいない完卒の保護者が多いのも問題である。（委員の中に該当児童・

生徒がいる保護者がいれば）開校後、スムーズにスタートし、問題が起こった場合においても在籍保護

者である方が現場の状況を理解し、協議会内容も把握しており、早急に対応することができる。ＰＴＡ

役員であるなしにかかわらず、再度、きちんと委員選出をやり直すべきである。 

※すべては区役所側の一方的かつ強引なやり方が原因である。ＰＴＡ側は再編問題に対し、子どもた

ちのことを考え、真剣に受け止め区役所からの話に向き合い協力しているにも関わらず、区役所側

が非協力的であるのはいかがなものか。強引なやり方は問題である。 

Ａ．平成 29 年 10 月に鶴橋中学校ＰＴＡに事前説明を行った際、当事者となる小学生の保護者にも入っ

てもらった方がいいとの意見を受け、委員推薦の際には現役の保護者を含めた方を選出することがで

きるよう委員数を増員したところです。 

 

Ｑ．ＰＴＡ保護者からの意見・質問・要望に対し、すべてが明確ではないのは問題である。「検討する」

が多すぎる。 

Ａ．いただいた意見や質問、要望については、本市の考え方や方向性を、説明会などの場やＱＡ資料の公

表によりお示ししてきました。今後は学校設置協議会や専門部会において説明、報告を行っていきます

が、具体的な取組など予算が必要な内容については、その予算について市会での議決を得た上での対応

となることをご了承願います。 

 

Ｑ．まずは「学校の場所」「開校時期」「校名」が合意事項で必須となるとあるが、これ以前に、合意でき

る条件として、ＰＴＡ保護者からの意見、質問、要望に対し、まずは、いつまでも「検討」ではなく書

面を持って確約すべきである。 

Ａ．いただいた意見や質問、要望については、本市の考え方や方向性をお示ししながら、対応可能なも

のから順次対応しております。しかし、具体的な取組など予算が必要な内容については、その予算に

ついて市会での議決を得た上での対応となることをご了承願います。 

 

Ｑ．現在、受験シーズンで学校長はじめ教員の方々には再編に対することで時間を使うのではなく、子

どもたちの受験に集中してほしい。この時期に協議会をスタートさせている時点で、区長が真面目に

子どもたちのことを考えているとは思えない。 

Ａ．学校の教育課程につきましては学校長の管理下にあり、受験生の対応には３年生担任を中心に当た

っています。管理職が学校設置協議会に参加することで、大きな影響を及ぼすものではないとの認識を

持っています。また、秋にも区担当教育次長として学校訪問を行い、ヒアリングを通じて今年度の受験

生や学校の状況につきましては確認し、教育委員会と連携して随時支援しています。一方、生徒の教育

環境の改善は区長としても、学校長のマネジメントにおいても、喫緊に取り組まなければならない課題

の１つです。今後も、教育委員会と連携して学校支援にあたっていきます。 
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

Ｑ．鶴橋中学校３年生の国語担当教員が度々変わり、そのため、授業が大幅に遅れ、定期テストが期間内

に行えないという異常な事態を教育委員会はどう考えているのか？再編で教育環境改善をうたう前に、

まずは目の前の問題をきっちりと解決すべきではないか？これまでの対応の悪さに、子どもの教育環

境改善など全く信用するに至らない。 

Ａ．教育委員会としては、教員の欠員に関してはできる限り速やかに講師等を配置できるように努めて

います。鶴橋中学校については、当該教諭の欠員に対して、一定期間講師を配置できず、配置までは学

校の工夫で他の教員等が授業を行っていましたが、現在は講師を配置できています。 

定期テストについては、学習進度の状況を踏まえ、生徒に影響を与えないよう配慮し、当該教科につ

いては期間をずらして実施しています。 

 

学校設置協議会について 

Ｑ．協議会での協議決定事項以外である教育カリキュラム、学校間の交流事業、職員体制づくりについ

て、協議会において案を定期的に提示いただき、意見を述べる機会を与えていただきたい。 

Ａ．教育内容や交流行事、職員体制等に関しては、引き続き教育委員会と学校が連携をとりながら検討を

進め、その結果や進捗に関しては適宜、協議会において報告を行っていきます。 

 

クラス編成について 

Ｑ．クラス編成はどうなるのか？ 

Ａ．１クラスあたりの生徒数については、大阪市全体のルールがあるので、１クラスあたり 40名という

基準を変更することはできません(※)。 

(※公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律により、１学級の児童・生徒数

は 40人を標準とすることが定められており、教職員についても、学校規模により定数が定められてい

る。)  

 

Ｑ．少人数、単学級が問題で学校設置協議会が発足したのだから、再編後の学級数が今の各々の学級数の

足し算以上の数になるようにお願いしたい。 

Ａ．学級数については、生徒数に応じて編成することになっており、大阪市全体のルールがありますの

で、１クラスあたり 40名という基準を変更することはできません(※)。子育て支援の充実、教育環境

の充実等を通して、「生野で子育てしたい」世代を呼び込むとともに、魅力ある学校、行きたいと思わ

れる学校づくりに取り組み、新しい中学校への進学率を高め、現在の両中学校の学級数の合計以上とな

るよう努めていきます。 

(※公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律により、１学級の児童・生徒

数は 40人を標準とすることが定められており、教職員についても、学校規模により定数が定められ

ている。)  
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

 

教員の体制について 

Ｑ．教職員配置はどうなるのか？ 

Ａ．教員数については、学級数を基準として配置しています。また、１クラスあたりの生徒数については、

大阪市全体のルールがあるので、１クラスあたり 40名という基準を変更することはできません。ただ

し、再編によって学級数が増えますので、現在の勝山中学校、鶴橋中学校よりも、常駐できる教員数は

増えます。 

また、学校再編を実施した学校に関しては、国からの教員の加配があります。大阪市としても、再編

による生徒の不安の緩和等に資するため、配置する教員数について検討します。 

 

Ｑ．今まで少人数をさらに分けて丁寧に授業を受けさせてくださっていたのに、人数が増えることによ

って教員不足や教室不足が起こらないように、教員の人数にも配慮をお願いしたい。 

Ａ．教員数については、学級数を基準として配置しています。また、１クラスあたりの生徒数については、

大阪市全体のルールがあるので、１クラスあたり 40名という基準を変更することはできません。ただ

し、再編によって学級数が増えますので、現在の勝山中学校、鶴橋中学校よりも、常駐できる教員数は

増えます。 

  本市においては、各校において習熟度別少人数指導を実施するため教員の加配を行っており、再編後

の新校においても同様に配置します。また、学校再編を実施した学校に関しては、国からの教員の加配

があります。大阪市としても、再編による生徒の不安の緩和等に資するため、配置する教員数について

検討します。 

 

Ｑ．１年かけて交流しても、一緒になってから起こる人間関係の問題や受験生に対しての進路指導で教

員の方の負担が大きくならないようお願いしたい。 

Ａ．教員数については、学級数を基準として配置しています。また、１クラスあたりの生徒数については、

大阪市全体のルールがあるので、１クラスあたり 40名という基準を変更することはできません。ただ

し、再編によって学級数が増えますので、現在の勝山中学校、鶴橋中学校よりも、常駐できる教員数は

増えます。 

また、学校再編を実施した学校に関しては、国からの教員の加配があります。大阪市としても、再編

による生徒の不安の緩和等に資するため、配置する教員数について検討します。また、教員の負担軽減

に資するため、心の専門家であるスクールカウンセラーを引き続き週１回配置します。 
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

Ｑ．再編後の教員や職員の人数は、生徒や学級数によらず、余裕を持った人員の加配をお願いしたい。 

Ａ．教員数については、学級数を基準として配置しています。また、１クラスあたりの生徒数については、

大阪市全体のルールがあるので、１クラスあたり 40名という基準を変更することはできません。ただ

し、再編によって学級数が増えますので、現在の勝山中学校、鶴橋中学校よりも、常駐できる教員数は

増えます。 

また、学校再編を実施した学校に関しては、国からの教員の加配があります。大阪市としても、再編

による生徒の不安の緩和等に資するため、配置する教員数について検討します。さらに、スクールカウ

ンセラーや部活動指導員、地域の方や事業者などの外部講師による出前授業など外部人材との連携に

より教育活動をサポートする生野区版の「チーム学校」の実現に取り組み、教員の時間を授業と生徒に

向けるための支援を行っていきます。 

 

勝山中学校と鶴橋中学校の交流について 

Ｑ．開校までの学校間交流事業が早くから標記されているが、その事業内容の具体的な提示は？区役所、

教育委員会双方で決めた確約内容を早く提示すべき。 

Ａ．交流事業の具体的な内容については教育委員会と学校が連携をとりながら検討を進め、決定した内

容等については、速やかに協議会等で報告を行います。 

 

習熟度別授業について 

Ｑ．英語・国語・数学を習熟度別に授業（少人数制授業） 

Ａ．本市においては、各校において習熟度別少人数指導を実施するため教員の加配を行っており、再編後

の新校においても同様に配置します。 

 

給食について 

Ｑ．給食についてはどうなるのか。 

Ａ．学校再編後も、現在両中学校で実施している、学校調理方式(給食調理設備を有する学校で調理した

給食を他の学校に搬送する方式)での給食を継続していきます。 

 

 

部活動について 

Ｑ．部活動についてはどうなるのか。（教員指導は必ず） 

Ａ．学校規模や現在の生徒の活動状況、顧問の確保等を踏まえながら、新たな学校に設置する部活動につ

いて検討を進めていきます。なお、指導については、教員の負担軽減のために、教員に加えて、平成 30

年度から実施予定の部活動指導員も行うことができることとしています。また、来年度から部活動の合

同実施ができないか等についても早急に検討を進めていきます。 
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平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

Ｑ．クラブ活動について、今活動しているクラブ活動は継続できるのか？ 

Ａ．再編後の学校は各学年 3 学級規模になると想定していますので、新たな学校の規模に見合った部活

動数を検討する必要があります。今後、学校で現在活動している生徒のことにも配慮しながら部活動の

継続について検討していきます。 

 

 

民族学級について 

Ｑ．民族学級はどうなるのか？ 

Ａ．もとの学校の伝統・文化や各学校の特色ある教育活動の取組は、再編後の新しい学校にも引き継がれ

ることになります。基本的には民族教育（多文化共生教育）の取組もその一つであると考えております

が、新たな学校に引き継ぐ取組については各学校間で協議、検討を行い、学校設置協議会へ報告するな

どして決定していくものと考えています。 

なお、増加する帰国・来日等の子どもをはじめ、本市の子どもたちが国際社会において生き抜くため

の力の育成をめざし、大阪市では平成 29年度から民族学級、民族クラブ、国際理解クラブのそれぞれ

の取組を統合し、国際クラブと総称しています。 

 

 

スクールカウンセラーについて 

Ｑ．スクールカウンセラーの配置はどうなるのか？ 

Ａ．現在と同様に、引き続きスクールカウンセラーを週１回配置します。 

 

 

ＰＴＡについて 

Ｑ．ＰＴＡの規約、会費、役員・委員会の割合はどうなるのか？入学式・卒業式の保護者代表のスピーチ

は、４つの小学校が交替になると思うが、とても気になっている。 

Ａ．ＰＴＡの規約などの内容については、両中学校のＰＴＡの中で話し合いをしながら決めていくこと

になります。開校時期について協議会の方針が決まれば、その時期を目標に両中学校ＰＴＡで具体検討

に入っていただくことができます。区としても他区での事例を提示するなど協力を行っていきます。 

 

Ｑ．それぞれの中学校のＰＴＡの活動（バレーボールなど）について、平成 31年４月に開校するのであ

れば、開校に間に合うよう今後の活動について話し合う時間がほしい。 

Ａ．ＰＴＡの活動については、両中学校のＰＴＡの中で話し合いをしながら決めていくことになります。

開校時期について協議会の方針が決まれば、その時期を目標に両中学校ＰＴＡで具体検討に入ってい

ただくことができます。区としても他区での事例を提示するなど協力を行っていきます。 
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

 

学校体育施設開放事業について 

Ｑ．本事業において、鶴橋中学校の体育館は学校再編後も引き続き利用できるのか？ 

Ａ．新たな中学校における学校体育施設開放事業のあり方については、今後、両中学校の運営委員会と

協議していきますが、新たな中学校に運営委員会を設置のうえ運営していただくことを考えていま

す。 

なお、新たな中学校における開放日数を踏まえた利用団体間の利用調整の結果、体育館での活動に

支障が生じる場合、暫定的に鶴橋中学校の運動場を第２運動場として活用することから、体育館につ

いても暫定期間中は学校体育施設開放事業として利用できるよう、区役所が教育委員会事務局と調整

していきます。 

 

 

跡地の管理について 

Ｑ．再編後の鶴橋中学校は新しい中学校の第２グラウンドとして使用することは決定しているのか？小

学校の再編が決定すれば、鶴橋小学校を第２グラウンドとする案であったが、それまでは鶴橋中学校が

第２グラウンドとして使用できると考えてよいか？ 

Ａ．再編後の新たな中学校の運動場が狭隘になり、体育科活動や、部活動などの活動場所に制約が生じて

しまうことから、勝山中学校区・鶴橋中学校区の小学校が再編されるまでの期間は、暫定的に鶴橋中学

校の運動場を第２運動場として活用します。 

 

Ｑ．再編後の鶴橋中学校の施設管理やメンテナンス、セコム等を継続してほしい。子どもたちがクラブ活

動や体育などで鶴橋中学校を使用するのであれば、安全に使えるよう予算をつけて管理をお願いした

い。 

Ａ． 暫定活用等の期間においても市有財産であることから行政の責任において管理します。 

 

 

災害時の備蓄物資について 

Ｑ．災害時における鶴橋中学校に備蓄されているものは以後どうなるのか？関係地域の方々はすべて把

握・納得済みなのか？ 

Ａ．鶴橋中学校の備蓄物資について、暫定活用等の期間はこれまでと同様に保管します。以降について

は、他所への移転により、区内必要備蓄数を確保していきます。跡地を処分する際には、避難場所の代

替地も示しながら、説明を行っていきます。 
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資料３ 
 

平成 30年１月 19日期限受付分 

勝山中学校・鶴橋中学校 学校設置協議会 学校再編に向けての不安点・疑問点などに対する回答 

 

子ども・保護者の不安への対応について 

Ｑ．今まで子どもたちに対する説明会はなかったように思う。一番の当事者への説明や意見交換などの

時間を設けて、自分たちが大人の犠牲だと感じている子達が少しでも希望を持てるよう配慮をお願い

したい。 

Ａ．生徒への説明に関しては、生徒の状況がよく分かっている学校から行うことが適切だと考えていま

す。生徒が誤解を招かないよう開校時期等を明確にしたうえで説明するなど、説明時期・説明内容につ

いては学校と連携をとりながら取り組みます。さらに、生徒が再編について前向きにとらえられるよう

な取組の検討も進めたいと考えています。学校の判断で行政からの直接の説明が必要であるというこ

とであれば説明の機会を持つことはできます。 

 

Ｑ．平成 31年度に再編となった場合、受験に関する不安や疑問などを現在の中学１年生の保護者や生徒

に対し早めに聞き取りし、適宜回答をしてほしい。 

（ex.チャレンジテストの結果、１・２年時と３年時は学校が変わっているが、内申に反映するにあたっ

ては問題ないのか？など） 

Ａ．入試制度全般については、学校における進路指導や進路説明会等を通して、適宜丁寧に説明を行って

いきます。不安や疑問に対する聞き取り等に関しては学校における指導との兼ね合いを踏まえ実施に

ついて検討していきます。 

 


